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第一章 総則

（目的等）

第一条 この法律は、 処分、 行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める

手続に関し、 共通する事項を定めることによって、 行政運営における公正の確保

と透明性（行政上の意思決定について、 その内容及び過程が国民にとって明らか

であることをいう。 第四十六条において同じ。）の向上を図り、 もって国民の権

利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、 行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法

律に規定する事項について、 他の法律に特別の定めがある場合は、 その定めると

ころによる。

（定義）

第二条 この法律において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めると

ころによる。
一 法令 法律、 法律に基づく命令（告示を含む。）、 条例及び地方公共団体の

執行機関の規則（規程を含む。 以下「規則」という。）をいう。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 法令に基づき、 行政庁の許可、 認可、 免許その他の自己に対し何らか

の利益を付与する処分（以下「許認可等」という。）を求める行為であって、

当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、 法令に基づき、 特定の者を名あて人として、 直接

に、 これに義務を課し、 又はその権利を制限する処分をいう。 ただし、 次のい

ずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、 時期等を明らか

にするために法令上必要とされている手続としての処分
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神奈川県
更新日：2021年4月26日

かながわ県民意見反映手続

かながわ県民意見反映手続要綱

II （目的）

第1条 この要綱は、 県民生活に広く影響を与える県の重要な施策の形成過程の案及び規則等の案を県民、 事業者又はこれら
の者の組織する民間の団体等（以下「県民等Jという。）に公表し、 県民等の意見を広く募集するとともに、 提出された意見

の反映状況等を公表する手続を定めることにより、 施策の形成過程及び行政運営の透明性及び公正性の向上並びに県政への県

民参加の一層の推進を図ることを目的とする。

／／ （定義）

第2条 この要綱において、 次の各号に定める用語の定義は、 当該各号に定めるところによる。

(1)実施機関

知事、 公営企業管理者、 教育委員会、 選挙管理委員会、 人事委員会、 監査委員、 労働委員会、 収用委員会、 海区漁業調整委員

会及び内水面漁場管理委員会をいう。

(2)計画等

県の総合計画、 県政運営の基本的方針、 総合計画に位置づけられた総合計画を補完する主な個別計画・指針及びこれらに準ず

る重要な施策をいう（ただし、 議会に送付される条例案は含まない。）。

(3)規則等

次に掲げるものをいう。

ア 規則（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第2項に規定する規程を含む。）

イ 処分の要件を定める告示（以下単に「告示」という。）

ウ 審査基準（申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令（条例及び規則を含む。以下同じ。）の定めに従

って判断するために必要とされる基準をいう')

工 処分基準（不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するた

めに必要とされる基準をいう。）

才 行政指導指針（同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこ

れらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。）

／／ （意見募集の実施等）

第3条 実施機関は、計画等の策定（改定を含む。 以下同じ。）に係る案（計画等で策定しようとする内容を示すものをい

う。 以下「計画等の案」という。）又は規則等の制定（改廃を含む。以下同じ。）に係る案（規則等で制定しようとする内容

を示すものをいう。 以下「規則等の案」という。）について、 あらかじめ公表し、 広く県民等の意見を求めるものとする。
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／／ （適用除外）

第4条計画等が、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 前条の規定は適用しない，

(1)緊急に策定する必要がある場合

(2)改定の内容が軽微である場合

(3)前2号に掲げるもののほか、 県民等の意見を求める合理性又は必要性を欠くと実施機関が認める場合

2 規則等が、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 この要綱の規定は適用しない，

(1)条例の施行期日について定める規則

(2)規則又は告示を定める行為が処分に該当する場合における当該規則又は告示

(3)法律、 法律に基づく命令又は条例の規定に基づき施設、 区間、 地域その他これらに類するものを指定する規則又は告示

(4)職員の給与、 勤務時間その他の勤務条件について定める規則等

(5)審査基準、 処分基準又は行政指導指針であって、 法令の規定により若しくは慣行として、 又は規則等を定める県の機関の

判断により公にされるもの以外のもの

(6)県の機関の設譴所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等

(7)職員の礼式、 服制、 研修、 教育訓練、 表彰及び報償並びに職員の間における競争試験について定める規則等

(8)県の予算、 決算及び会計について定める規則等（入札の参加者の資格、 入札保証金その他の県の契約の相手方又は相手方

になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。）並びに県の財産及び物品の管理について定める規則等（県が財産及び

物品を貸し付け、 交換し、 売り払い、 譲与し、 信託し、 若しくは出資の目的とし、 又はこれらに私権を設定することについて

定める規則等であって、 これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。）

(9)県の機関相互間について定める規則等及び地方自治法第2編第11章に規定する県と普通地方公共団体との関係その他の県

と地方公共団体との関係について定める規則等

(10)行政手続法（平成5年法律第88号）第4条第2項各号に規定する法人の役員及び職員、 業務の範囲、 財務及び会計その他

の組織、 運営及び管理について定める規則等（これらの法人に対する処分であって、 これらの法人の解散を命じ、 若しくは設

立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る

規則等を除く。）

3 規則等の制定にあたって、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 前条の規定は適用しない。

(1)公益上、 緊急に定める必要があるため、 前条による手続を実施することが困難な場合

(2)納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定若しくは改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき

金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとす

るとき，

(3)予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並び

に算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。

(4)国の行政機関が定めた地方自治法第245条の9第1項に規定する処理基準と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

(5)他の県の機関が意見募集手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

(6)条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき。

(7)規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。

(8)法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見募集手続を実施することを要しない軽微な変更とし

て次に定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。

ア 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

イ アに掲げるもののほか、 用語の整理、 条、 項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
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／／ （公表事項等）

第5条 計画等の案又は規則等の案を公表するときは、 実施機関は、 次に掲げる事項及び関係資料（以下「関係資料等」とい

う。）を併せて公表するものとする。

(1)計画等の案又は規則等の案を作成した趣旨、 目的及び背景（規則等の案には、 規則等を制定する根拠となる法令の条項を

明示するものとする。）

(2)今後の予定

(3)意見提出方法

(4)意見提出期間

(5)県民集会を開催する場合は、 その日程、 場所

(6)その他県民等の理解を深めるため参考となる事項で実施機関が定めたもの

／／ （公表方法）

第6条 計画等の案又は規則等の案及び関係資料等の公表は、 県ホームペー ジヘ登載する方法によるとともに、 県の窓口にお

いて印刷物（県ホームペー ジに登載した計画等の案又は規則等の案及び関係資料等を印刷したものを含む。）を縦覧に供する

方法によるものとする。 ただし、 公表するものが相当量に及ぶ場合は、 計画等の案又は規則等の案の概要と関係資料等の入手

方法等を明確にしておくことにより、 その全てを、 県ホームペー ジに登載することなく、 実施機関においてのみの縦覧による

ことができるものとする。

2 実施機関は、 計画等の案について、 第3条に規定する手続の実施に際し、 次に掲げる方法を活用し、 県民等への積極的な

周知のための広報を併せて行うよう努めるものとする。

(1)「県のたより」等県が発行する広報紙（誌）への掲載

(2)報道機関への情報提供

(3)その他実施機関が適当と認めるもの

3 実施機関は、 規則等の案について、 第3条に規定する手続の実施に際し、 適当と認める方法を活用し、 県民等への積極的

な周知のための広報を併せて行うよう努めるものとする。

／／ （意見の提出方法）

第7条 実施機関は、 次に掲げるものから、 できうる限り多くの方法を活用し、 県民等の意見の提出を求めるものとする。

(1)フォ ームメ ール

(2)封書・葉書

(3)ファクシミリ

(4)情報公開広聴課、 地域県政総合センター及び川崎県民センタ ーが開催する県民集会

(5)実施機関が独自に開催する県民集会及び説明会

(6)その他実施機関が適当と認めるもの

／／ （意見の募集期間）

第8条 県民等の意見の募集期間は、 原則として計画等の案又は規則等の案の公表の日から起算して30日以上とする。
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//（結果の公表等）

第9条 実施機関は、 提出された県民等の意見を考慮して意思決定を行わなければならない。

2 実施機関は、 提出された県民等の意見及びこれに対する県の考え方を整理し、 これを公表するものとする。

3 実施機関は、 第4条第1項又は第3項の規定に該当することにより県民等の意見を求めずに計画等を策定し、 又は規則等を

制定したときは、 その理由等を公表するものとする。

4 前2項の公表の方法については、 第6条の規定を準用する。 ただし、 前項により規則等を制定したときは、 県ホームページ

へ登載する方法により行うほか、 必要に応じ、 実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

//（県民意見反映手続の監理）

第10条 別表に掲げる各室長等（以下「室長等」という。）は、 この要綱に定める手続を監理するものとする。

//（実施状況の報告等）

第11条 室長等は、 次に掲げる場合には、 事前に政策局政策部長に報告するものとする。

(1)この要綱に定める手続に基づき県民等の意見を求めようとする場合

(2)この要綱に定める手続に基づき県民等の意見及び県の考え方等を公表しようとする場合

2 室長等は、 毎年度当初に、 当該年度の実施予定案件等を政策局政策部長に報告するものとする。

3 情報公開広聴課長は、 この要綱に定める手続を行っている案件の一覧を作成し、 県ホームページに登載するとともに、 当

該事案を所管する所属機関の長が作成する県民等の意見募集及び県民等の意見、 県の考え方等を公表するホームページにリン

クさせるものとする。

／／ （実施予定案件の公表等）

第12条 実施予定案件の公表は、 実施機関が県ホームページヘ登載する方法によるものとする。

//（他の制度との調整等）

第13条 この要綱に定める手続について、 法令、 訓令等に別段の定めがある場合には、 当該法令、 訓令等の定めるところに

よる。

2 この要綱に定める手続は、 出先機関が所管する案件については、 すべて本庁機関が実施することとする。

／／ （実施細目）

第14条 この要綱に定めるもののほか、 この要綱の施行に関し必要な事項は、 政策局政策部長が別に定める。

／／附則

1 この要綱は、 平成13年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、 現に立案の過程にあるものについては、 この要綱に定める手続の対象としないが、 可能な限り県民

等の意見の提出等の機会を確保した手続を経るものとする。
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II附則

1 この要綱は、 平成16年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成17年4月1日から施行する。

／／附則

（施行期日）

1 この要綱は、 平成19年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この要綱による改正後のかながわ県民意見反映手続要綱の規定は、 この要綱の施行の日から平成19年5月31日までの間に

制定する規則等については、 適用しない。

／／附則

1 この要綱は、 平成19年4月1日から施行する。

/／附則

1 この要綱は、 平成19年6月1日から施行する。

/／附則

1 この要綱は、 平成20年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成22年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成22年10月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成23年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成24年4月1日から施行する。
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II 附則

1 この要綱は、 平成25年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成28年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成29年4月1日から施行する。

／／附則

1 この要綱は、 平成30年4月1日から施行する。

（別表 省略）

患

このページに関するお問い合わせ先

政策局政策部情報公開広聴課

致策局政策部情報公開広聴課へのお問い合わせフォーム

広聴グループ

このペー ジの所管所属は政策局政策部情報公開広聴課です。

〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1 045-210-1111（代表） 法人番号：1000020140007
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〇 建設業許可事務ガイドラインについて

（平成13年4月3日国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて）

最終改正 令和4年12月28日国不建第463号

国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等について、 別添のとおりとりまとめたので、 今後

の事務処理に当たって遺淵のないよう取り扱われたい。

［別添］

建設業許可事務ガイドライン

【第2条関係】

1. 建設業法（昭和24年法律第100号。 以下「法」という。）第2条第1項の別表第一の上欄に掲

げる建設工事について

法第2条第1項の別表第一 の上欄に掲げる建設工事については、 昭和47年3月8日建設省告

示第350号をもってその内容を示しているところであるが、 その具体的な例は、 別表のとおりで

ある。

この建設工事の内容及び例示は、 現実の建設業における施工の実態を前提として、 施工技術の

相違、 取引の慣行等により整理・分類したものであるが、 各工事の内容はそれぞれ他の工事の内

容と重複する場合もあることに留意すること。

なお、 土木一式工事及び建築ー式工事については、 必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは

要件でなく、 工事の規模、 複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも

含まれる。

2. 許可業種区分の考え方について

各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、 次のとおりである。

(1)士木一 式工事

① 「プレストレストコンクリ ー ト工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ

ストレストコンクリ ー ト構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、 『管工事』及び『水道施設

工事』間の区分の考え方は、 公道下等の下水道の配管工事 及び下水処理場自体の敷地造成工

事が『士木 一式工事』であり、 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小

管を設置する工事が『管工事』であり、 上水道等の取水、 浄水、 配水等の施設及び下水処理

場内の処理設備を築造、 設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、 農業用水道、 かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木

ー式工事』に該当する。

(2)建築ー式工事

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、 建築物の躯

1 
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〇 国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可

の基準及び標準処理期間について

（平成13年4月3日国総建第99号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて）

最終改正 令和3年12月9 H国不建第362号

建設業法（昭和24年法律第100号。 以下「法」という。）第3条第1項の規定により地方整備

局長、 北海道開発局長及び沖縄総合事務局長（以下「地方整備局長等」という。）が建設業の許可

（許可の更新を含む。 以下同じ。）及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の基準及び標

準処理期間については、 別添1及び別添2により取り扱われるよう通知する。

なお、 行政手続法（平成 5年法律第 88 号）第 5 条第 1 項及び第6 条の規定により、 地方整備局

長等が建設業の許可及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の基準及び標準処理期間に

ついては、 これを定め、 又は定めるよう努めた上、 これらを備付けその他の適当な方法により公に

しておかなければならないこととされているので、 遺漏のないよう取り扱われたい。

［別添1]

地方整備局長等が建設業の許可及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の基準

第1章 一般建設業の許可（許可の更新を含む。 以下同じ。）の基準

地方整備局長等は、 許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）が次の第 1 から第 5 ま

でに掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、 一般建設業の許可をしない（法第

7 条及び第 8 条関係）。

（経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適

合する者であること）

第1 申請者の常勤役員等（申請者が法人である場合においては業務を執行する社員、 取締役、 執

行役又はこれらに準ずる者のうち常勤であるもの、 個人である場合においてはその者又はその

支配人をいう。 以下同じ。）のうち一人が、 次の 1 から 5 までのいずれかに該当する者である

こと。

1 建設業に関し 5 年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権

限の委任を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を有する者

3 建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理

責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

4 常勤役員等のうち一人が次の(1)、 （2)いずれかに該当する者であって、 かつ、 財務管

理の業務経験（許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、 許可を受けようとする建

設業を営む者にあっては当該建設業を営む者に おける5年以上の建設業の業務経験に限る。以

下4において同じ。）を有する者、 労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を

別添４



2022/11/10 13:09 

昭和二十二年法律第六十七号

地方自治法

地方自治法le-Gov法令検索

（技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求）

第二百四十五条の四 各大臣（内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置

法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行

政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。 以下本章、 次章及び第十四章

において同じ。）又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、 その担任す

る事務に関し、 普通地方公共団体に対し、 普通地方公共団体の事務の運営その他

の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、 又は当該助言若し

くは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報

を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
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各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部（局）長殿

環循規発第2003301号

令 和2年3月30日

際坑省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理

施設の許可事務等の取扱いについて（通知）

産業廃棄物行政については、 かねてから御尽力いただいているところであるが、 今般、

平成30年3月30日付け環循規発第18033029号をもって通知した「産業廃棄物処理業及び特

別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」につ

いて、 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和元年法律第37号。 以下「整備法」という。）が令和元年12月14日から施

行されたこと等を踏まえ必要な内容の見直しを行い、 産業廃棄物処理業及び特別管理産業

廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて下記のとおり要領

を定めたので通知する。 これらの許可等に当たっては、 当該要領に十分留意の上、 厳格な

運用に努められたい。

おって、 平成30年3月30日付け環循規発第18033029号環境省環境再生 ・ 資源循環局廃棄

物規制課長通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理

施設の許可孝務等の取扱いについて」は廃止する。

なお、 本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基づく

技術的な助言であることを申し活える。

記

第1産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について

1 許可の申請

申請に係る事業の範囲は、 収集運搬業にあっては租替えの有無及び取り扱う産業廃棄

物の種類（石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含

まれるか否かを含む。 以下同じ。）により、 処分業にあっては中間処理又は最終処分の

区分及び焼却処分、 埋立処分等の中問処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄

物の種類により示されるものであることから、 許可の申請はその区分に従って行われる

ものであること。 このうち、 取り扱う産業廃棄物の種類については、 申諮に係る施設に

よっては取り扱うことができない性状の産業廃棄物があることに留意し、 必要に応じ

て、 例えば「汚泥（含水率何バーセント以下の無機1生のものに限る。）」のように限定

するものであること。

具体的な申請苫の記載については、 後述する許可証の記載の例によるものとするこ

と。

2 許可の性質

廃棄物の処理及び消掃に関する法律（昭和45年法律第137号。 以下「法」という。）

第14条第5項及び第10項並びに第14条の4第5項及び第10項は、 申諮者が甚準に適合す

る施設及び能力を有し、 かつ、 欠格要件に該当しない場合には、 必ず許可をしなければ

ならないものと解されており｀ 法の定める要件に適合する場合においても、 なお都道府

県知事に対して、 許可を与えるか否かについての裁触権を与えるものではないこと。

3 施設に係る基準

(1) 申請に係る施設について、 その構造が当該施設において取り扱う産業廃棄物の性状

に応じた適正な処理ができるものであること、 稼働後の運転を安定的に行うことがで

き、 かつ 、 維持管理が適正に行えるものであること等について必ず実地に確認するこ

と。 その際、 当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号。 以下「令」という。）第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設以外の施設であ

る場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。

以下「規則」という。）第12条及び第12条の2に規定する技術上の基準（以下単に「技

術上の甚準」という。）を参考とされたいこと。

(2)申諮者が、 当該申請に係る施設について、 継続的に使用する権限を有していること

を確認すること。

4 経理的基礎

(1)申請者が法人である楊合には、 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達

方法を記載した苦類並びに貸借対照表、 損益計算杏、 株主資本等変動計算笞及び個別

注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する苫類（税務署の受付印又は

電子申諾等証明苫のある確定申告書の写し、 確定申告杏の別表の写し等の関係苔類及

び納税証明書（その1)納税額等証明害）の内容を十分審査し、事業を的確に、 かつ、

継読して行うに足りる経理的基礎を有するか否かを判断すること。

なお、 個別注記表の内容の確認に当たっては、 重要な会計方針に係る事項に関する

注記、 貸借対照表に係る注記、 損益計算書に関する注記、 株主資本等変動計算書に関

する注記及びリ ースにより使用する固定資産に関する注記について確認すること。

(2) 申請者が個人である場合には、 事業の開始に要する賓金の総額及びその資金の調達

方法を記載した苫類、 資産に関する調苔並びに所得税の納付すべき額及び納付済額を

証する書類（税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し、 確定申

告書の別表の写し等の関係杏類及び納税証明書（その1)納税額等証明害）の内容を

十分審査し、 事業を的確に、 かつ、 継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否か

を判断すること。

(3) 「宰業の開始に要する資金の総額」とは、 平業の開始及び継続に必要と判断される

一切の資金をいうものであって、 資本金の額のほか、 事業の用に供する施設の整備に

2 
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審査基準
・許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものであること。

原則「公開」されるぺきもの
・審査基準の位證づけ

・処分の判断基準の可能性
・審査基準＝行政に対するf拘束力J

妥当な処分理由の提示

19否処分の理由の分析

許認可申請と行政手続法

妥当

処分理由が
・示されない

・提示が不十分

審査基準未設定理由の確認

審査基準が未設定の理由（例）
・審査甚準が法令の定めに尽くされている
・申請実傾がない 、 付来的にも見込めない
・予め具体的な基準を定めることが困難

審査基準の理解
・法令の立法主旨
・通知（通達）の存否
•他の行政機関が制定する「審査基準Jの参照

相当な期間を経過しても
処分がされない

審査99求
不作為の違法確認訴訟

「理由の提示」の妥当性
当該処分の
•99拠法令の規定内容
•処分基準の存否および内容．公表の有無
・性質および内容
•原因となる亭実関係の内容
・適用関係

処分の理由を具体的に示すよう文書で要求

不服申立（訴訟）が申請人
の利益に資するかの検討
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審 査 請 求 書

審査庁

次のとおり不作為に係る審査請求をします。

審査請求日 年 月 日

審査請求人
氏名
住所
（連絡先）

審査請求代理人
特定行政書士00000 厠l
事務所名
事務所の住所
（連絡先）

1当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

審査請求人は、0000年0月0日、0000（不作為庁）に対して、00法第0条の規

定に基づき0000を求める申請を不作為庁にした。

申請書の受付番号
（郵送の場合は投函日）

2審査請求の趣旨
1記載の申請につき、速やかに許可の処分をするように求める。

3提出書類（例）
(1)審査請求人が法人あるいは団体の代表者である場合その資格を証明する書類
(2)当該不作為処分の原因となった申請書等の写し

※申請の事実がわかるもの
(3)審査請求代理人に対する委任状

4行政不服審査会による審査の希望
有り無し （どちらかに0をしてください。）

5その他
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